
４月総会

会議の概要

議長
　定刻になりましたので、ただ今から平成３０年４月、第２５回総会を開会いたします。なお

本日の会議において農業委員会等に関する法律第２９条により農地利用最適化推進委員の出席

を求めています。本日は農業委員、推進委員共に全員出席でございます。出席農業委員会委員

は１４名中１４名、定員数に達しておりますので、総会は成立しております。出席を求めた農

地利用最適化推進員の出席は９名です。開会時間は午後１時４０分です。質疑等は挙手の後、

許可を得て起立して、議席番号、氏名を名乗ってから行うようお願いいたします。次に、携帯

電話はマナーモードに設定し、緊急以外は通話しないことをお願いいたします。

　それではこれより審議にはいります。

　まず、日程１議事録氏名印の指名に移りますが、今月は議席番号１０番小林委員と、議席番

号１１番千野委員にお願いいたします。

　それでは日程２議案第１号「農地法第５条１項の規定による許可申請書審議について」を上

程いたします。今月は１件のみの申請がありました。それでは、申請番号１番について事務局

より説明をお願いいたします。

事務局 　はい。命によりまして、議案第１号「農地法第５条１項の規定による許可申請書審議につい

て」を議案書の朗読をもって説明いたします。

（議案第１号について、記載事項を読み上げ、説明）

　なお、こちらの農地区分については、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の

低い農地第２種農地と判断されます。最後に、調査区は竹沢地区となります。以上です。よろ

しくお願いいたします。

議長 　ありがとうございます。それでは現地調査報告を調査地区の竹沢地区よりお願いいたしま

す。

推進委員尾上 　はい。推進委員の尾上です。４月２２日日曜日午前８時より農業委員２名、推進委員２名、

計４名で現調いたしました。場所が県道赤浜小川線の小川から行くと峠を越える手前の坂を上

りきったところにあります。ここは５０ｍくらい離れたところに資材置き場がありますがそこ

は犬が吠えても犬以上にうるさく、周りに人家なし。現在地目は田だが、耕作されておらず網

で囲ってある状態。人家もなし、環境を考えると施設をつくってもらっても環境がきれいにな

るので問題なしと判断しました。以上です。

議長 　ありがとうございます。それではこれより、申請番号１番について質疑を受け付けます、初

めに農業委員のみなさんより質疑を受け付けます。質問意見のあるかたは挙手をお願いしま

す。

（議席番号３番松本委員、挙手）

３番松本 　３番松本です。元地主（大工）は町外（川口市）であるにもかかわらずなぜ、このような土

地をお持ちだったのでしょうか。

議長 　事務局お願いします。
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事務局 　はい。登記簿謄本によりますと、このかたは平成１１年３月１日に相続で取得されておりま

す。所有者とお電話でお話したことがあるのですが、相続で取得せざるを得なかったのでとお

話されておりました。

議長 　ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。

（議席番号６番田端委員、挙手）

６番田端 　６番田端です。借受人の会社はどこの会社ですか？

事務局 　はい。本店は議案書の通り、一社のみという話です。

６番田端 　わざわざここにきて犬と遊ぶということですか？

事務局 　そういった話で聞いています。

議長 　よろしいですか？

（議席番号８番根岸議員、挙手）

８番根岸 　８番根岸です。ここは普段は整備された場所のみで、物置等置くようですが、犬はその都度

連れてくる形で、ここで管理することはしないんですね？

事務局 　はい。おっしゃる通り、週末、休みの日に連れてきて余暇を過ごすとのことです。

議長 　その他いかがですか？

（質疑なし）

議長 　もしなければ推進委員のみなさん、いかがですか？

（質疑なし）

議長 　質問意見がないようですので、採決に移ります。只今農地法第５条第１項の規定による許可

申請審議について、承認に賛成の方挙手をお願いいたします。

（全員挙手）

議長 　全員賛成により申請番号１番は可決承認されました。なお、議案第１号は農地法第５条です

ので、この議案は原案の通り許可相当として県知事に意見書を送付いたします。

　それでは続きまして、日程３、議案第２号「平成３０年度農繁期標準労働賃金について」を

上程いたします。事務局、説明をお願いいたします。
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事務局 　はい。つづきまして、議案第２号「平成３０年度農繁期標準労働賃金について」を説明いた

します。これは農繁期における各農家の農作業賃金を決める際の参考としてご利用いただくた

めに、標準額として示しているものになります。今年度につきましても、こちらの審議の結

果、広報６月号に掲載予定です。議案書をご覧ください。

（議案第２号について、記載事項を読み上げ、説明）

議長 　ありがとうございました。昨年と基本的に同額の提案がなされました。これについてみなさ

んの意見をお聞きしたいと思います。この１年間でなにか問題がありましたらお聞かせいただ

きたいと思います。いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　ないようですので、平成３０年度農繁期標準労働賃金を決めさせていただきたいと思いま

す。１０アールあたり、水田耕耘８，５００円、畔塗り１ｍあたり７０円、水田代かき９，０

００円、田植（機械値）９，５００円、稲刈（バインダー）９，０００円、稲刈（コンバイ

ン）１８，０００円、麦刈（バインダー）９，０００円、麦刈（コンバイン）１８，０００

円、脱穀（ハーベスター）９，０００円、むぎ播種（ドリル撒き）８，０００円、人夫費各労

務費１，０００円（※１時間当たり）。ということで決めさせていただきます。よろしいで

しょうか。

（一同、賛成）

議長 　ありがとうございます。

　それでは続きまして日程４、議案第３号「平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の

点検・評価（案）、平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について」上程

いたします。それでは事務局、説明をお願いします。

事務局 　はい。命によりまして議案第３号「平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・

評価（案）について」ご説明いたします。

（議案第３号（案）について、記載事項を読み上げ、説明）

議長 　ありがとうございました。事務局より説明がありました。それではこれより審議に入りま

す。ただいまの「平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）」につき

まして、質問意見等ある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　ないようですので、只今の「平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案）」につきまして原案に賛成の方の挙手を求めます。

（全員、挙手）
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議長 　全員賛成により、可決承認されました。よって「平成２９年度の目標及びその達成に向けた

活動の点検・評価（案）」は原案通り可決といたします。

　つづきまして、「平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）」に移ります。

事務局、説明をお願いします。

事務局 　はい。命によりまして議案第３号「平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画

（案）について」ご説明いたします。

（議案第３号（案）について、記載事項を読み上げ、説明）

議長 　ありがとうございます。それでは只今より質問意見のある方の挙手をお願いしたいと思いま

す。

（質疑なし）

議長 　それでは、平成３０年度の原案に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　ありがとうございます。全員賛成により原案通り可決、承認されました。ありがとうござい

ます。

つづきまして、日程５報告第１号「農地の改良等に係る届出について」、事務局より報告をお

願いします。

事務局 　はい。命によりまして報告第１号「農地の改良等に係る届出について」を報告させていただ

きます。

（申請番号１番を報告する。）

議長 　ありがとうございます。つづきまして、その他について入ります。その他について議題等と

してとりあげることはないでしょうか。

（なし）

議長 　よろしいでしょうか。

　ないようですので、以上で本日の日程はすべて終了いたしました。これをもちまして平成３

０年４月第２５回小川町農業委員会総会を閉会いたします、閉会時間は午後２時５８分です。
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